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令和元年度（上期）における監査の指摘・注意件数は次表のとおりで、平成 30 年度（上期）の指摘・注意件数に比

べ、指摘が 1８件減少、注意が 4 件減少しています。 

指摘・注意の件数は減少しているものの、担当者以外に十分なチェックが行われていないことが原因で生じた誤り

が多く見受けられました。皆さんの職場では同じような事例はないでしょうか。 

                                                              （単位：件） 

指摘区分別 
令和元年度(上期) 平成 30 年度(上期) 対前年度比 令和元年度(上期) 

（主な内容） 指摘 注意 合計 指摘 注意 合計 指摘 注意 合計 

予算経理一般 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

収入事務 1 4 5 7 7 14 △6 △3 △9 
調定の遅れ→4 

調定金額の誤り→1 

支出事務 12 8 20 14 12 26 △2 △4 △6 
支払の遅れ→9 

支出金額の誤り→6 

契約事務 0 2 2 5 1 6 △5 1 △4 
契約方法の不適当→1 

契約書作成の不適当→1 

工事の執行 1 2 3 1 2 3 0 0 0 
設計、積算、工期の設定等の

不適当→2、検査の不適当→1 

補助金事務 0 1 1 3 1 4 △3 0 △3 交付決定の遅れ→1 

財産管理 2 3 5 1 2 3 1 1 2 
備品管理一覧表等の未整理

→4 

行政事務の執行 1 2 3 4 1 5 △3 1 △2  

合 計 17 22 39 35 26 61 △18 △4 △22  

 注）指摘事項は県報で公表している不適当事案です。注意事項はそこまで至らない事案です。 

〇 主な指摘の事例 

１ 収入事務 

許可期間が複数年度にわたる使用許可について、平成 30年度当初に行うべき調定を平成 31年１月に

行っていたものがありました。自ら発見し再発防止策を講じていましたが、年間で総件数３件の調定の

うち２件の調定が遅れていたものであり、組織的なチェック機能が働いていませんでした。 

収入事務では「調定の遅れ」が最も多く、複数年度にわたる使用許可等の２年度目以降に注意が必要

です。 

２ 支出事務 

旅費、役務費、使用料について、旅行完結確認や事業の完了確認を行っていたにもかかわらず、相当

期間経過してから支出していたものがありました。前年度の監査においても、支払の遅れについて指摘

を受けており、同様の事案を繰り返したため、二年連続での指摘となりました。 

支出事務では「支払の遅れ」が最も多く、事業担当者が当該事業終了後、原議等をしまい込んでしま

うなどの事例も見られるなど、会計担当者との連携不足に注意が必要です。 

３ 工事の執行 

工事の執行において、現地精査による変更を行いましたが、その際、別工区の杭が現場に残っていた

ため、担当者が、異なった工区と一体のものと誤認し、本工事の変更設計に計上したものがありました。 

  変更契約については、正規の決裁を経て行われていましたが、組織のチェック機能が働かず不適当な

内容に気付かなかったものです。 

☆ 令和元年度（上期）の監査結果と特徴 ☆ 
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予備監査で見つかった不適切な事務処理事例について、その内容を紹介します。 
同じような事例が発生しないよう、各所属において再度確認のうえ未然防止に努めてください。 

 

◆ その他支出事務の不適当 

事例１ 源泉徴収が必要であった委託料について、源泉所得税及び復興特別所得税を 

徴収しないまま支出したため、延滞税及び不納付加算税を発生させていた事例 

〇 事例の概要 

 工事監理業務委託料の支払いについて、契約者が個人事業主の建築士の場合は所

得税の源泉徴収が必要であったが、源泉徴収をしないまま委託料を支出してしまっ

た。 

 その後、不徴収が判明し契約者からの返納を受けて、源泉徴収義務者である県が

源泉徴収所得税及び復興特別所得税を納付したが、支払うべき日から遅れたことか

ら延滞税及び不納付加算税が発生することとなった。 

 

〇 発生原因 

  契約者から請求書を受理した際に、委託業務を所管する部署が源泉徴収の有無の

確認を怠ったこと及び支出事務を行う部署もそれに気づかず支払手続を進めたこ

と。 

 

 

 

 

支払いの前に、所得税の源泉徴収が必要かどうか、源泉徴収が必要なものについて、

正しく控除されているか、事業担当課及び支出事務担当課において互いに確認をしま

しょう。 

 
所得税の控除について 

（出納局 支出事務審査要領 file://k000008/i_会計課公/リンク集/支出事務審査要領.htm から） 

(１) 「報酬・料金等（所得税法第 204 条）」に該当するものについて源泉徴収を行っているか。 

個人である弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、 

弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士等の業務に関する報酬・ 

料金等 

 

(２) 請求書や契約書に消費税額が明記されている場合には、消費税を除いた額にについて所得

税を算定しているか。 

なお、消費税額が表示されていない場合には、総額に対して源泉徴収を行う。 

 

○所得税法§204 

○所得税法施行令§320 

○適正な源泉所得税の徴収事務の徹底について(通知）（平26.9.1出納局長通知） 

 
 

 

☆ 最 近 の 予 備 監 査 事 例 か ら ☆ 

チェックポイント 
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◆ 入札保証金又は契約保証金の不適当 

事例２ 特命随意契約であることのみをもって契約保証金を免除していた事例 

〇 事例の概要 

   工事の契約にあたり、特命随意契約のみの理由だけで会計規則第 112 条第６号に

該当させて契約保証金を免除し、免除の要件を具備する書面を整理していないも

のがあった。 

 

〇 発生原因 

   東日本大震災津波や平成 28 年台風第 10 号災害を踏まえ、復旧・復興工事を迅速

に処理するため、特命随意契約を行う県営建設工事等については、会計規則第 112

条第６号により契約保証金を免除してきたが、契約の相手方が契約を履行しないこ

ととなるおそれがないことの整理が不十分だったもの。 

 

 

 

  契約保証金を免除する場合、免除の理由を客観的に判断できる書面を添付すること

や対外的に説明できる内容に整理しましょう。   

  契約保証金は、契約者の契約上の義務の履行を確保するために担保として徴収する

ものであり、もしその者が契約上の義務を履行しない場合、その損害賠償の補てんを

容易にするためのものです。 
  

   

 

◆ 事務事業執行の不適当 

事例３ 需用費の支出にあたり、経済的に執行していない事例 

〇 事例の概要 

   名簿の印刷を発注したが、納品後、不備が判明し刷り直しをしたため、無駄な経

費が支出されているものがあった。 

 

〇 発生原因 

 ・ 校正が２回できるにもかかわらず、初校のみで済ませていたこと。 

 ・ 担当者一人に校正作業を任せきりにしていたこと。 

 

 

 

  校正やチェックを担当者一人に任せず、必ず複数人でチェックを行うようにしまし

ょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェックポイント 

チェックポイント 
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◆ 物品の取得、管理又は処分の不適当 

事例４ 管理運営委託（指定管理者）において購入した備品について、備品管理一覧表

の整理をしていなかった事例 

〇 事例の概要 

   指定管理者が購入した県のものとすべき備品について、備品管理一覧表への登録

手続きを行っていないものがあった。 

 

〇 発生原因 

   担当者の認識が不足していたこと。  

 

 

 

  公の施設における指定管理業務の所管課においては、指定管理者からの備品購入の

報告を徹底するとともに、報告後は速やかに備品登録手続きをするほか、基本協定

書の管理物件一覧の変更手続きを行いましょう。 

  また、業務により取得した物品を含めて、管理が適切に行われているか定期的に現

物確認を行いましょう。 

 

 

 

 

 
 
 

工事の契約、完成検査、繰越等の事務及び施工

が適正に行われているか、工事が経済的、効率的

に行われているかなどに主眼をおいて工事現場監

査を実施します。 

対象工事は、県単独事業で施工した県営建設工

事のうち、平成３０年度中に施工し、平成３０年

度末までに完成したもので、契約額が 10,000 千円

以上のものの中から選定し、６機関 12 箇所（盛岡

地区及び県南地区）を、実施時期は、予備監査を 10

月に、監査委員による監査を１１月に予定しています。 

本年度対象となった機関については、工事現場監査の協力についてよろしくお願いします。 

 

チェックポイント 

☆ 工 事 現 場 監 査 を １ ２ 年 ぶ り に 実 施 し ま す ☆ 


